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第三期特定健康診査等実施計画
安田日本興亜健康保険組合安田日本興亜健康保険組合



　特定健康診査等実施計画　(平成30年度〜令和5年度)
背景・現状・基本的な考え方背景・現状・基本的な考え方
No.1 ・40歳代以上の構成割合は被保険者では約6割、被扶養者は3割を占

め、生活習慣病リスク対策が必要。
・生活習慣病とがんの医療費を合わせると被保険者で全体の34.5％
、被扶養者でも19.6％にのぼる。
・40歳を超えると生活習慣病の医療費が急激に増える。
・被保険者の特定健診受診率は95.0%以上と高い水準を維持してい
る。
・被扶養者は徐々に伸びているが、60％台に留まっている。（合計
受診率：28年度　85.9％）

 ・特定健診（受診率85.9％）がん検診の受診を徹底し、疾病の早期発見につなげる。
・要再検査、要精密検査の受診率を上げ、早期治療につなげる

No.2 ・特定保健指導の対象者数は減少、終了者数は増加傾向にあり、実
施率は年々上昇している。
・男性の肥満者割合（49.85％）は全組合平均（47.75％）より高い
。
・男性の生活習慣病のリスク者割合は「非肥満」の「基準範囲内」
（20.87％）が全組合平均（21.56％）より低く、「肥満」の「服薬
投与」（16.88％）が全組合平均（14.40％）より高く、高リスク傾
向にある。
・女性の肥満割合（14.60％）は全組合平均（18.12％）より低く、
生活習慣病のリスク者割合は、「基準範囲以上（非肥満及び肥満）
」（33.62％）が全組合平均（40.98％）より低く、低リスクと言え
る。

 ・特定保健指導、重症化予防事業の実施率、終了率を事業主とのｺﾗﾎﾞﾍﾙｽで向上させ、生
活習慣の改善につなげる。　
・ﾊｲﾘｽｸ者に対する個別対応を事業主とのｺﾗﾎﾞで実施し、重症化・重篤化の予防につなげ
る。

No.3 ・女性のがん罹患者数のうち、乳がん及び子宮がんは、全体の約4割
を占める。
・女性被保険者の増に伴い、罹患者数は上昇傾向にある。
・28年度の被保険者で特に乳がんの伸びが顕著。

 ・乳がん子宮がん検診の受診率向上（早期発見・早期治療）
・乳がん子宮がん検診の必要性や重要性の情宣強化

No.4 ・全体の喫煙率は、男女とも年々下降しており、全国平均（健保連
）と比較しても低くなっている。  ・事業主の禁煙施策取組強化推進（喫煙しにくい環境づくりの提案）

・禁煙対策（補助金、報奨品）の周知啓蒙
No.5 ・29年度国の目標値70.0％はクリアしている。

・後発医薬品使用率は、年々上昇している（71.7％）が伸び率は鈍
化しており、30年度目標値80.0％到達には新たな取組が必要。

 ・切替率の低い15歳未満（公費負担）向けの通知を行う
・差額通知対象者の拡大（メンタル疾患）
・健保ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄにより差額通知対象以外の方にも周知

No.6 ・傷病手当金支給額は年々伸びており、7割以上がメンタル系疾患。
・コールセンター業務実施事業主3社にﾒﾝﾀﾙ不調者が多く個別対策が
必要

 ・健康経営の取組の中でのメンタルヘルス強化
・事業主のメンタル対策に関する職場環境や体制面等の取組状況の確認

基本的な考え方（任意）基本的な考え方（任意）
（１）高齢化に伴い、生活習慣病で受診する方が徐々に増加し、75歳頃を境に入院する方が増加している。不適切な食生活や運動不足等の不健康な生活習慣がやがて糖尿病
、高血圧症、脂質異常、肥満症等の発症を招き、通院や投薬が始まり、生活習慣の改善がないまま虚血性心疾患や脳血管疾患等の発症に至る。
　生活習慣の改善による糖尿病等の生活習慣病の予防対策を進め、糖尿病等を予防することができれば、通院患者を減らすことができ、この結果、生活の質の維持及び向上
を図りながら医療費の伸びの抑制が実現可能となる。
（２）糖尿病等の生活習慣病の発症には、内臓脂肪の蓄積（内臓脂肪型肥満）が関与しており、肥満に加え、高血糖、高血圧等の状態が重複した場合は、虚血系心疾患、脳
血管疾患等の発症リスクが高くなる。
　メタボリックシンドロームの概念を踏まえ適度な運動やバランスのとれた食事の定着などの生活習慣の改善を行うことにより、糖尿病等の発症リスクの低減を図ることが
可能。
（３）特定健康診査は、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、メタボリックシンドロームに着目し、生活習慣を改善するための特定保健指導
を必要とする者を的確に抽出するために行うものである。
（４）当健保は、40歳代以上の構成割合が被保険者で約6割、被扶養者は3割を占めており、リスク保有者が一定数いるため生活習慣病・重症化予防対策の一環として特定健
診受診率・特定保健指導実施率の向上の取組が重要

特定健診・特定保健指導の事業計画特定健診・特定保健指導の事業計画
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11 事業名 特定健康診査事業（被保険者）特定健康診査事業（被保険者） 対応する健康課題番号 No.1No.1


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：男女, 年齢：40〜74, 対象者分類：被保険者
方法 ・特定健診項目を包含した人間ドック、生活習慣病予防健診を受診。

・事業主による健診手配（受診案内）

体制

【事業主方針での健診取組の明確化】
①会社方針、部門方針で「健診全員受診」を掲げる。
②労働安全衛生法に基づく法定健診を含むため、年1回以上の実施義務が
事業主にあることを社内通達等に掲載し、全員受診を徹底する。（個別指
示含む）
【事業主毎の受診率把握】
①事業主別受診率の比較（理事会資料）
②事業主別健康白書の作成（直近3年間の比較）

事業目標
・健診受診を徹底し、疾病の早期発見、早期治療をはかる

評
価
指
標

アウトカム指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
特定保健指導対象者割合 13.3 ％ 13.3 ％ 9.5 ％ 9.0 ％ 8.5 ％ 8.0 ％
アウトプット指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
特定健診受診率（被保険
者） 97.0 ％ 97.0 ％ 97.0 ％ 99.0 ％ 99.0 ％ 99.0 ％
特定健診受診率（被保険
者＋被扶養者） 90 ％ 90 ％ 90.0 ％ 90 ％ 90 ％ 90 ％

※緑色強調表示している箇所は第2期計画書中間見直しによる変更箇所です。

実施計画
H30年度 R1年度 R2年度
【目的】特定健康診査実施率向上、健康維持 【概要
】生活習慣病予防健診または人間ﾄﾞｯｸ受診時に同時
実施

【目的】特定健康診査実施率向上 【概要】生活習慣
病予防健診または人間ドック受診時に同時実施

【目的】特定健康診査実施率向上、健康維持 【概要
】生活習慣病予防健診または人間ﾄﾞｯｸ受診時に同時実
施

R3年度 R4年度 R5年度
【目的】特定健康診査実施率向上、健康維持 【概要
】生活習慣病予防健診または人間ﾄﾞｯｸ受診時に同時
実施

【目的】特定健康診査実施率向上、健康維持 【概要
】生活習慣病予防健診または人間ﾄﾞｯｸ受診時に同時
実施

【目的】特定健康診査実施率向上、健康維持 【概要
】生活習慣病予防健診または人間ﾄﾞｯｸ受診時に同時実
施

22 事業名 特定健康診査事業（被扶養者）特定健康診査事業（被扶養者） 対応する健康課題番号 No.1No.1


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：男女, 年齢：40〜74, 対象者分類：被扶養者
方法 ・特定健診項目を包含した人間ドック、生活習慣病予防健診を受診。

体制
【事業主と連携した勧奨】①未申込者の住所情報を事業主から提供後、受
診勧奨通知（年3回：6,10,1月）②申込者リストを事業主に提供、被保険
者を通じて受診勧奨③広報誌発行時「健診のご案内」（PDF版）を事業主
に配信。

事業目標
・健診受診を徹底し、疾病の早期発見、早期治療をはかる

評
価
指
標

アウトカム指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
特定保健指導対象者割合 13.3 ％ 13.3 ％ 9.5 ％ 9.0 ％ 8.5 ％ 8.0 ％
アウトプット指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
特定健診受診率（被扶養
者） 70.5 ％ 70.5 ％ 74.0 ％ 68.0 ％ 68.0 ％ 68.0 ％
特定健診受診率（被保険
者＋被扶養者） 90.0 ％ 90.0 ％ 90.0 ％ 90.0 ％ 90.0 ％ 90.0 ％

※緑色強調表示している箇所は第2期計画書中間見直しによる変更箇所です。
実施計画
H30年度 R1年度 R2年度
【目的】特定健康診査実施率向上、健康維持 【概要
】生活習慣病予防健診または人間ﾄﾞｯｸ受診時に同時
実施

【目的】特定健康診査実施率向上 【概要】生活習慣
病予防健診または人間ドック受診時に同時実施

【目的】特定健康診査実施率向上 【概要】生活習慣
病予防健診または人間ﾄﾞｯｸ受診時に同時実施

R3年度 R4年度 R5年度
【目的】特定健康診査実施率向上、健康維持 【概要
】生活習慣病予防健診または人間ﾄﾞｯｸ受診時に同時
実施

【目的】特定健康診査実施率向上、健康維持 【概要
】生活習慣病予防健診または人間ﾄﾞｯｸ受診時に同時
実施

【目的】特定健康診査実施率向上、健康維持 【概要
】生活習慣病予防健診または人間ﾄﾞｯｸ受診時に同時実
施
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33 事業名 特定保健指導（被保険者）特定保健指導（被保険者） 対応する健康課題番号 No.2No.2


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：男女, 年齢：40〜74, 対象者分類：基準該当者

方法

・生活習慣病予防健診、人間ﾄﾞｯｸ受診者から階層化し、対象者を抽出。
・委託先から事業主経由で対象者へ「実施のご案内」を通知。（事業主に
て日程調整）
・就業時間内に社内施設で「初回面談」を実施。
・「初回面談」は、委託先の保健師等が対象者の健診結果データを見なが
ら指導を行う。
・不参加者は、後日、ｶｳﾝｾﾗｰと日程調整し、あらためて実施。

体制

【事業主方針での特保取組の明確化】
①会社方針、部門方針で特保取組を掲げる。
②部門通達で全員参加を指示（個別指示含む）
【事業主毎の実施率把握】
①事業主別実施率の比較（理事会資料）
②事業主別健康白書の作成（直近3年間の比較）

事業目標
・保健指導への参加を徹底し、生活習慣病のリスク保持者の行動変容（生活習
慣・健康状況の改善）をはかる

評
価
指
標

アウトカム指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
特定保健指導対象者割合 13.3 ％ 13.3 ％ 9.5 ％ 9.5 ％ 9.0 ％ 8.5 ％
アウトプット指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
特定保健指導実施率（被
保険者） 75.0 ％ 75.0 ％ 75.0 ％ 70.0 ％ 70.0 ％ 70.0 ％
特定保健指導実施率（被
保険者＋被扶養者） 70.0 ％ 70.0 ％ 70.0 ％ 65.0 ％ 65.0 ％ 65.0 ％

※緑色強調表示している箇所は第2期計画書中間見直しによる変更箇所です。

実施計画
H30年度 R1年度 R2年度
【目的】生活習慣病の発症・重症化予防 【概要】外
部機関に委託し、特定保健指導を実施（被扶養者は、
特定保健指導の形式は実施せず、別途「被扶養者向け
保健指導」で実施する。）

【目的】生活習慣病の発症・重症化予防 【概要】外
部機関に委託し、特定保健指導を実施（被扶養者は、
特定保健指導の形式は実施せず、別途「被扶養者向け
保健指導」で実施する。）

【目的】生活習慣病の発症・重症化予防 【概要】外
部機関に委託し、特定保健指導を実施（被扶養者は、
特定保健指導の形式は実施せず、別途「被扶養者向け
保健指導」で実施する。）

R3年度 R4年度 R5年度
【目的】生活習慣病の発症・重症化予防 【概要】外
部機関に委託し、特定保健指導を実施

【目的】生活習慣病の発症・重症化予防 【概要】外
部機関に委託し、特定保健指導を実施

【目的】生活習慣病の発症・重症化予防 【概要】外
部機関に委託し、特定保健指導を実施

44 事業名 特定保健指導（被扶養者）特定保健指導（被扶養者） 対応する健康課題番号 No.2No.2


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：男女, 年齢：35〜74, 対象者分類：被扶養者

方法

・生活習慣病予防健診、人間ﾄﾞｯｸ受診者か ら階層化し、対象者を抽出。
（案内方法）
①健診結果に「ご案内」を同封（予防医受診者）
②自宅宛てに「ご案内」を送付。（人間ドック巡回または巡回健診受診者
）
（実施方法）
希望者にスマホ等による「遠隔面接」を実施。継続支援プログラムは、3
か月間の「チャット式」アプリで実施。

体制 ・生活習慣の改善、食生活の見直し等への行動変容を促すチラシやツール
を使用し、参加者を増やす。

事業目標
・保健指導への参加を徹底し、生活習慣病のリスク保持者の行動変容（生活習
慣・健康状況の改善）をはかる

評
価
指
標

アウトカム指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
特定保健指導対象者割合 - ％ - ％ - ％ 9.0 ％ 8.5 ％ 8.0 ％
アウトプット指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
特定保健指導実施率（被
扶養者） - ％ - ％ - ％ 20.0 ％ 20.0 ％ 20.0 ％
特定保健指導実施率（被
保険者＋被扶養者） - ％ - ％ - ％ 65.0 ％ 65.0 ％ 65.0 ％

※緑色強調表示している箇所は第2期計画書中間見直しによる変更箇所です。
実施計画
H30年度 R1年度 R2年度
- - -
R3年度 R4年度 R5年度
【目的】生活習慣病の発症・重症化予防 【概要】外
部機関に委託し、希望者に特定保健指導を実施

【目的】生活習慣病の発症・重症化予防 【概要】外
部機関に委託し、希望者に特定保健指導を実施

【目的】生活習慣病の発症・重症化予防 【概要】外
部機関に委託し、希望者に特定保健指導を実施
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55 事業名 ハイリスク者対策（被保険者）ハイリスク者対策（被保険者） 対応する健康課題番号 No.2No.2


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：男女, 年齢：35〜74, 対象者分類：基準該当者

方法
①健保からﾊﾟﾆｯｸ値該当者ﾘｽﾄを事業主に提出②該当者に再検査・精密検査
の受診勧奨③受診状況、主治医の診断結果を把握し、就業制限・配慮等の
要否を判断。④健保に状況報告。⑤対象者とﾚｾﾃﾞｰﾀを統合して受診状況を
確認

体制 ・事業主、産業医との連携（ﾊｲﾘｽｸ者への対応を事業主と健保で共有）

事業目標
・ハイリスク者の再検査・精密検査、就業措置状況を事業主と共有し、重大疾
患の発症を防ぐ。
評
価
指
標

アウトカム指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
最終受診率 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％
アウトプット指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
受診状況の確認率 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％

※緑色強調表示している箇所は第2期計画書中間見直しによる変更箇所です。
実施計画
H30年度 R1年度 R2年度
【目的】高血糖・高血圧・高脂血に加え腎機能・肝機
能の結果数値が非常に高い方の発症・重症化予防 【
概要】事業主と連携し、対象者の医療機関の受診確認
や産業医との面接を実施

【目的】高血糖・高血圧・高脂血に加え腎機能・肝機
能の結果数値が非常に高い方の発症・重症化予防 【
概要】事業主と連携し、対象者の医療機関の受診確認
や産業医との面接を実施

【目的】高血糖・高血圧・高脂血に加え腎機能・肝機
能の結果数値が非常に高い方の発症・重症化予防 【
概要】事業主と連携し、対象者の医療機関の受診確認
や産業医との面接を実施

R3年度 R4年度 R5年度
【目的】高血糖・高血圧・高脂血に加え腎機能・肝機
能の結果数値が非常に高い方の発症・重症化予防 【
概要】事業主と連携し、対象者の医療機関の受診確認
や産業医との面接を実施

【目的】高血糖・高血圧・高脂血に加え腎機能・肝機
能の結果数値が非常に高い方の発症・重症化予防 【
概要】事業主と連携し、対象者の医療機関の受診確認
や産業医との面接を実施

【目的】高血糖・高血圧・高脂血に加え腎機能・肝機
能の結果数値が非常に高い方の発症・重症化予防 【
概要】事業主と連携し、対象者の医療機関の受診確認
や産業医との面接を実施

66 事業名 ﾃﾞｰﾀﾍﾙｽ・ｺﾗﾎﾞﾍﾙｽ対策（ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ）ﾃﾞｰﾀﾍﾙｽ・ｺﾗﾎﾞﾍﾙｽ対策（ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ） 対応する健康課題番号 No.1 No.1 , , No.2No.2


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：男女, 年齢：0〜74, 対象者分類：加入者全員

方法
・加入者の健康管理・健康増進の推進に活用するため、「健診結果」「医
療費通知」「ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品切り替え差額表示」等を掲示。（PC,ｽﾏﾎ等で
閲覧）
・「生活習慣病発症予測」「健診結果数値に対するｺﾒﾝﾄ」機能装備

体制
・「利用登録促進策」（インセンティブポイント付与）
①初期登録者（200ポイント）
②健康イベントの参加者（最大1500ポイント）
・初期登録以降のログイン時のチェック項目を減少させ、利便性を向上。

事業目標
・ICTの使用により、容易に経年の自身の健康状況及び健康リスクを確認するこ
とが可能となり、健康増進や早期受診促進へとつなげる
・運動習慣改善のためのストレッチ、食生活改善のためのレシピ、メルマガ等
（ポピュレーションアプローチ）の情報提供
・受診・再受診状況の確認、保健指導スケジュール連絡に活用

評
価
指
標

アウトカム指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
特定保健指導対象者割合 13.3 ％ 13.3 ％ 9.5 ％ 9.0 ％ 8.5 ％ 8.0 ％
アウトプット指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
登録率 50 ％ 50 ％ 25 ％ 30 ％ 35 ％ 40 ％
利用率 30 ％ 30 ％ 20 ％ 20 ％ 25 ％ 30 ％

※緑色強調表示している箇所は第2期計画書中間見直しによる変更箇所です。
実施計画
H30年度 R1年度 R2年度
【目的】健康管理・健康増進の推進 【概要】PCやス
マホで「健診結果」「医療費のお知らせ」を閲覧。

【目的】健康管理 【概要】PCやスマホで「健診結果
」「医療費のお知らせ」を閲覧

【目的】健康管理・健康増進の推進 【概要】PCやス
マホで「健診結果」「医療費のお知らせ」を閲覧。

R3年度 R4年度 R5年度
【目的】健康管理・健康増進の推進 【概要】PCやス
マホで「健診結果」「医療費のお知らせ」を閲覧。

【目的】健康管理・健康増進の推進 【概要】PCやス
マホで「健診結果」「医療費のお知らせ」を閲覧。

【目的】健康管理・健康増進の推進 【概要】PCやス
マホで「健診結果」「医療費のお知らせ」を閲覧。
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77 事業名 生活習慣病予防健診生活習慣病予防健診 対応する健康課題番号 No.1No.1


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：男女, 年齢：35〜74, 対象者分類：基準該当者

方法
・年1回・事業主と健保で共同実施（被保険者）・検査項目は、被保険者
と被扶養者同一で「特定健診」「胃・胸部X線検査」「便潜血検査」を含
む・婦人科検診のｵﾌﾟｼｮﾝ項目も同時実施。
・自己負担金なし（被保険者：事業主と健保で負担、被扶養者：全額健保
負担）

体制

【事業主方針での健診取組の明確化】
①会社方針、部門方針で「健診全員受診」を掲げる。
②労働安全衛生法に基づく法定健診を含むため、年1回以上の実施義務が
事業主にあることを社内通達等に掲載し、全員受診を徹底する。（個別指
示含む）
【事業主毎の受診率把握】
・事業主別健康白書の作成

事業目標
・健診受診を徹底し、疾病の早期発見、早期治療をはかる

評
価
指
標

アウトカム指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
特定保健指導対象者割合 13.3 ％ 13.3 ％ 9.5 ％ 9.0 ％ 8.5 ％ 8.0 ％
アウトプット指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
特定健診受診率（被保険
者） - ％ - ％ - ％ 99.0 ％ 99.0 ％ 99.0 ％
特定健診受診率（被扶養
者） - ％ - ％ - ％ 68.0 ％ 68.0 ％ 68.0 ％

※緑色強調表示している箇所は第2期計画書中間見直しによる変更箇所です。

実施計画
H30年度 R1年度 R2年度
【目的】生活習慣病の早期発見、早期治療 【概要】
法定健診・特定健診対応（事業主と共同実施）

【目的】生活習慣病の早期発見、早期治療 【概要】
法定健診・特定健診対応（事業主と共同実施）

【目的】生活習慣病の早期発見、早期治療 【概要】
法定健診・特定健診対応（事業主と共同実施）

R3年度 R4年度 R5年度
【目的】生活習慣病の早期発見、早期治療 【概要】
法定健診・特定健診対応（事業主と共同実施）

【目的】生活習慣病の早期発見、早期治療 【概要】
法定健診・特定健診対応（事業主と共同実施）

【目的】生活習慣病の早期発見、早期治療 【概要】
法定健診・特定健診対応（事業主と共同実施）

88 事業名 人間ドック人間ドック 対応する健康課題番号 No.1No.1


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：男女, 年齢：35〜74, 対象者分類：基準該当者

方法

・年1回、希望者
・「人間ﾄﾞｯｸ利用券」を提示の上、自己負担金を支払い受診。
・生習病または人間ﾄﾞｯｸのどちらか一方を受診。
・自己負担金（被保険者：医療機関別に10,000円、15,000円、20,000円
　被扶養者：8,000円）
・受診日当日、医師から健診結果に基づく対面での健康指導を実施。

体制

【事業主方針での健診取組の明確化】
①会社方針、部門方針で「健診全員受診」を掲げる。
②労働安全衛生法に基づく法定健診を含むため、年1回以上の実施義務が
事業主にあることを社内通達等に掲載し、全員受診を徹底する。（個別指
示含む）
【事業主毎の受診率把握】
・事業主別健康白書の作成（直近3年間の比較）
・「人間ﾄﾞｯｸ利用券発行ｼｽﾃﾑ」を完備。
・健保連契約医療機関及び直接契約医療機関（契約外は、対象外）での受
診
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに受診方法や契約医療機関ﾘｽﾄを掲示。

事業目標
・健診受診を徹底し、疾病の早期発見、早期治療をはかる

評
価
指
標

アウトカム指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
特定保健指導対象者割合 13.3 ％ 13.3 ％ 9.5 ％ 9.0 ％ 8.5 ％ 8.0 ％
アウトプット指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
特定健診受診率（被保険
者） - ％ - ％ - ％ 99.0 ％ 99.0 ％ 99.0 ％
特定健診受診率（被扶養
者） - ％ - ％ - ％ 68.0 ％ 68.0 ％ 68.0 ％

※緑色強調表示している箇所は第2期計画書中間見直しによる変更箇所です。

実施計画
H30年度 R1年度 R2年度
【目的】疾患の発症予防、早期発見 【概要】自己負
担金（8,000~20,000円）、一部補助

【目的】疾患の発症予防 【概要】自己負担金（8,000
-20,000円）

【目的】疾患の発症予防、早期発見 【概要】自己負
担金（8,000-20,000円）

R3年度 R4年度 R5年度
【目的】疾患の発症予防、早期発見 【概要】自己負
担金（8,000~20,000円）、一部補助

【目的】疾患の発症予防、早期発見 【概要】自己負
担金（8,000~20,000円）、一部補助

【目的】疾患の発症予防、早期発見 【概要】自己負
担金（8,000~20,000円）、一部補助
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99 事業名 重症化予防対策（被保険者）重症化予防対策（被保険者） 対応する健康課題番号 No.2No.2


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：男女, 年齢：18〜74, 対象者分類：基準該当者

方法

・高血糖、高血圧、高脂血の重症化ﾘｽｸが高い方を対象に、①受診勧奨②
血糖服薬ｺﾝﾄﾛｰﾙ不良③腎症に区分し、委託先の保健師等から①対象者本人
に受診の有無を確認、②及び③服薬・受診状況を確認してｱﾄﾞﾊﾞｲｽする。
・対象者の職場住所、連絡先を事業主に確認。
・事業主を経由して対象者に「実施のご案内」を送付。
・ｶｳﾝｾﾗｰから職場に電話連絡（遠隔または対面式面談の日程調整、受診勧
奨実施）
・「服薬コントロール不良対象者」（中リスク以上）の面談は、特保と同
時並行で実施。

体制
【事業主方針での重症化予防事業取組の明確化】
①会社方針、部門方針で重症化予防事業取組を掲げる。
②部門通達で全員参加を指示（個別指示含む）
【事業主毎の実施率把握】
①事業主別健康白書の作成

事業目標
・保健指導への参加を徹底し、生活習慣病のリスク保持者の行動変容（生活習
慣・健康状況の改善）をはかり、疾病の重症化、人工透析への移行を防ぐ

評
価
指
標

アウトカム指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
新規人工透析患者数の減
少 - 人 - 人 5 人 4 人 4 人 4 人
アウトプット指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
実施率 80.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 80.0 ％ 80.0 ％ 80.0 ％

※緑色強調表示している箇所は第2期計画書中間見直しによる変更箇所です。

実施計画
H30年度 R1年度 R2年度
【目的】現行の特定保健指導では対象とならない高血
糖・高血圧・高脂血対象者の発症・重症化予防 【概
要】初回面接・電話支援・健康情報誌「ippo-ippo」
配付

【目的】現行の特定保健指導の対象とはならない高血
糖・高血圧・高脂血対象者の発症・重症化予防 【概
要】初回面接・電話支援・健康情報誌「Qupio plus
」配付

【目的】現行の特定保健指導の対象とはならない高血
糖・高血圧・高脂血対象者の発症・重症化予防 【概
要】初回面接・電話支援・健康情報誌「Qupio plus
」配付

R3年度 R4年度 R5年度
目的】現行の特定保健指導では対象とならない高血糖
・高血圧・高脂血対象者の発症・重症化予防 【概要
】初回面接・電話支援・健康情報誌「Qupio Plus」
配付

【目的】現行の特定保健指導では対象とならない高血
糖・高血圧・高脂血対象者の発症・重症化予防 【概
要】初回面接・電話支援・健康情報誌「Qupio Plus
」配付

【目的】現行の特定保健指導では対象とならない高血
糖・高血圧・高脂血対象者の発症・重症化予防 【概
要】初回面接・電話支援・健康情報誌「Qupio Plus
」配付

1010 事業名 被扶養者向け保健指導被扶養者向け保健指導 対応する健康課題番号 No.2No.2


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：男女, 年齢：35〜74, 対象者分類：被扶養者

方法

①35歳以上の被扶養者のリスク分布を年代別に分析して対象者を選定
②対象者の自宅宛に「実施のご案内（電話指導の予告）」を送付し、一定
期間経過後、委託先の保健師から電話による健康指導を実施
③60歳以上は、前期高齢者対策として健保から該当被保険者にご案内を送
付し、被扶養者が指導を受けるよう指示を依頼
④対象者の医療機関の受診の有無や生活習慣等を聞き取り、内容によって
電話指導を1〜3回実施

体制 ・受診勧奨事業は健診結果判明直後の即時対応とし、本事業は階層化によ
る対象者選定を経た健康指導とすみ分ける。

事業目標
・保健指導への参加を徹底し、生活習慣病のリスク保持者の行動変容（生活習
慣・健康状況の改善）をはかり、疾病の重症化、人工透析への移行を防ぐ
評
価
指
標

アウトカム指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
脱出率 50.0 ％ 50.0 ％ 25.0 ％ 30.0 ％ 30.0 ％ 30.0 ％
アウトプット指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
対象者登録率 50.0 ％ 50.0 ％ 80.0 ％ 60.0 ％ 60.0 ％ 60.0 ％

※緑色強調表示している箇所は第2期計画書中間見直しによる変更箇所です。

実施計画
H30年度 R1年度 R2年度
【目的】重症化予防 【概要】カウンセラーからの電
話による受診勧奨や保健指導を実施

【目的】重症化予防 【概要】カウンセラーからの電
話による受診勧奨や保健指導を実施

【目的】重症化予防 【概要】ｶｳﾝｾﾗｰからの電話によ
る受診勧奨や保健指導を実施

R3年度 R4年度 R5年度
前年を基本とし、必要に応じて見直し。 前年を基本とし、必要に応じて見直し。 前年を基本とし、必要に応じて見直し。
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1111 事業名 ﾃﾞｰﾀﾍﾙｽ・ｺﾗﾎﾞ ﾍﾙｽ対策（重炭酸温浴法）ﾃﾞｰﾀﾍﾙｽ・ｺﾗﾎﾞ ﾍﾙｽ対策（重炭酸温浴法） 対応する健康課題番号 No.2No.2


事業の概要
対象 対象事業所：一部の事業所, 性別：男女, 年齢：40〜74, 対象者分類：被保

険者
方法 ・特保対象者へ「重炭酸温浴法」実践のご案内を通知

・対象者は、委託先に申込後「アンケート」にて実施状況を回答
体制 ・事業主から対象者全員に「温浴剤」を配付。

事業目標
特定保健指導対象者の実施率向上。

評
価
指
標

アウトカム指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
一部事業主で実施している事業のため、健保全体としての効果測定にはつながらな
い。
(アウトカムは設定されていません)
アウトプット指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
設定しない - - - - - - 0 - 0 - 0 -

※緑色強調表示している箇所は第2期計画書中間見直しによる変更箇所です。
実施計画
H30年度 R1年度 R2年度
- - -
R3年度 R4年度 R5年度
【目的】特定保健指導の取組意欲の向上 【概要】対
象者全員に「温浴剤」を配付。「アンケート」要回答

【目的】特定保健指導の取組意欲の向上 【概要】対
象者全員に「温浴剤」を配付。「アンケート」要回答

【目的】特定保健指導の取組意欲の向上 【概要】対
象者全員に「温浴剤」を配付。「アンケート」要回答
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達成しようとする目標∕特定健康診査等の対象者数達成しようとする目標∕特定健康診査等の対象者数
平成30年度平成30年度 令和元年度令和元年度 令和2年度令和2年度 令和3年度令和3年度 令和4年度令和4年度 令和5年度令和5年度

特特
定定
健健
康康
診診
査査
実実
施施
率率

計計
画画
値値
※11

全体全体 33,030 ∕ 36,700 ＝
90.0 ％

33,030 ∕ 36,700 ＝
90.0 ％

33,030 ∕ 36,700 ＝
90.0 ％

33,030 ∕ 36,700 ＝
90.0 ％

33,030 ∕ 36,700 ＝
90.0 ％

33,030 ∕ 36,700 ＝
90.0 ％

被保険者被保険者 26,190 ∕ 27,000 ＝
97.0 ％

26,190 ∕ 27,000 ＝
97.0 ％

26,190 ∕ 27,000 ＝
97.0 ％

26,190 ∕ 27,000 ＝
97.0 ％

26,190 ∕ 27,000 ＝
97.0 ％

26,190 ∕ 27,000 ＝
97.0 ％

被扶養者 被扶養者 ※33 6,840 ∕ 9,700 ＝
70.5 ％

6,840 ∕ 9,700 ＝
70.5 ％

6,840 ∕ 9,700 ＝
70.5 ％

6,840 ∕ 9,700 ＝
70.5 ％

6,840 ∕ 9,700 ＝
70.5 ％

6,840 ∕ 9,700 ＝
70.5 ％

実実
績績
値値
※11

全体全体 32,097 ∕ 36,146 ＝
88.8 ％

32,773 ∕ 36,537 ＝
89.7 ％

32,373 ∕ 36,503 ＝
88.7 ％

32,740 ∕ 36,136 ＝
90.6 ％

- ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％

被保険者被保険者 26,020 ∕ 26,615 ＝
97.8 ％

26,783 ∕ 27,158 ＝
98.6 ％

26,904 ∕ 27,432 ＝
98.1 ％

27,680 ∕ 28,334 ＝
97.7 ％

- ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％

被扶養者 被扶養者 ※33 6,077 ∕ 9,531 ＝
63.8 ％

5,990 ∕ 9,379 ＝
63.9 ％

5,496 ∕ 9,071 ＝
60.6 ％

5,060 ∕ 7,802 ＝
64.9 ％

- ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％

特特
定定
保保
健健
指指
導導
実実
施施
率率

計計
画画
値値
※22

全体全体 2,982 ∕ 4,260 ＝
70.0 ％

2,711 ∕ 3,765 ＝
72.0 ％

2,419 ∕ 3,269 ＝
74.0 ％

2,108 ∕ 2,774 ＝
76.0 ％

1,778 ∕ 2,279 ＝
78.0 ％

1,426 ∕ 1,783 ＝
80.0 ％

動機付け支援動機付け支援 1,486 ∕ 1,986 ＝
74.8 ％

1,338 ∕ 1,754 ＝
76.3 ％

1,206 ∕ 1,524 ＝
79.1 ％

1,040 ∕ 1,292 ＝
80.5 ％

886 ∕ 1,062 ＝
83.4 ％

704 ∕ 831 ＝ 84.7 ％

積極的支援積極的支援 1,496 ∕ 2,274 ＝
65.8 ％

1,373 ∕ 2,011 ＝
68.3 ％

1,213 ∕ 1,745 ＝
69.5 ％

1,068 ∕ 1,482 ＝
72.1 ％

892 ∕ 1,217 ＝
73.3 ％

723 ∕ 952 ＝ 75.9 ％

実実
績績
値値
※22

全体全体 2,931 ∕ 4,804 ＝
61.0 ％

2,516 ∕ 4,889 ＝
51.5 ％

3,247 ∕ 4,874 ＝
66.6 ％

3,184 ∕ 4,598 ＝
69.2 ％

- ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％

動機付け支援動機付け支援 1,595 ∕ 2,316 ＝
68.9 ％

1,146 ∕ 2,378 ＝
48.2 ％

1,638 ∕ 2,381 ＝
68.8 ％

1,656 ∕ 2,403 ＝
68.9 ％

- ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％

積極的支援積極的支援 1,336 ∕ 2,488 ＝
53.7 ％

1,370 ∕ 2,511 ＝
54.6 ％

1,609 ∕ 2,493 ＝
64.5 ％

1,398 ∕ 2,195 ＝
63.7 ％

- ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％

※１）特定健康診査の（実施者数）∕（対象者数）
※２）特定保健指導の（実施者数）∕（対象者数）
※３）特定健診の対象となる被扶養者数には、強制被扶養者、任意継続被扶養者、特例退職被扶養者、任意継続被保険者、特例退職被保険者を含めてください。
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目標に対する考え方（任意）目標に対する考え方（任意）
2023年度の最終目標値は基本指針の目標に即して設定する。
2018年度から6年間の特定健診・特定保健指導の実施率の目標値は、最終目標値を6等分した数値を毎年上乗せして設定する。

特定健康診査等の実施方法（任意）特定健康診査等の実施方法（任意）
特定健診
4-1-1実施場所（集団健診、個別健診）
4-1-2実施項目：法定の実施項目（基本的な健診項目と、医師の判断によって追加的に実施する詳細な健診項目）および追加健診の実施有（生活習慣病健診・人間ドック）
4-1-3実施時期又は機関：毎年、4月から翌年3月末
4-1-4外部委託の方法：外部委託あり（全面的委託で実施）
4-1-5周知方法や案内の方法：機関誌の活用及びホームページの活用
4-1-6事業者健診等の検診受診者のデータ収集方法：健診の実施機関からの受領
特定保健指導
4-1-1実施場所（個別・事業所別・WEB）
4-1-2実施項目：勤務形態・時間を踏まえた食事の摂り方等食事指導および身体活動の増かにポイントをおいた運動指導
4-1-3実施時期または期間：毎年、4月から翌年3月末
4-1-4外部委託の方法：外部委託あり（全面的委託で実施）
4-1-5周知や案内の方法：機関誌の活用及びホームページの活用

個人情報の保護個人情報の保護
特定健診・特定保健指導の対象者、健診結果等の個人情報は、当組合の個人情報保護管理規程及びシステム等運用管理規程に則り、厳重に管理する。
同規程のもと、特定健診・特定保健指導の記録の保存方法及び委託先は、下記のとおりとする。
【特定健診】
＜保存方法＞
（１）契約医療機関から当健保に送付される人間ドック及び生活習慣病予防健診結果は、特定健診の結果が含まれており、「紙媒体」または「磁気媒体」に分けられる。
（２）「紙媒体」は、日本予防医学協会を通じ、富士情報にてデータ化を行い、※当健保の基幹システムに投入する。「紙媒体」そのもの自体は日本予防医学協会から返却後
、安田倉庫へ搬出し、5年間保存。保存期間を過ぎたものは、翌年度の始めに廃棄処分する。
（３）「磁気媒体」は、※当健保の基幹システムに投入後、都度シュレッダーにて廃棄処分。
※個別の認証カードを用いて「ID・ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ」を入力後、操作する。
＜委託先＞①生活習慣病予防健診契約医療機関　②人間ドック契約医療機関
【特定保健指導】
＜保存方法＞
（１）※当健保基幹システム内で特定保健指導の「階層化リスト」を作成後、SOMPOヘルスサポート社に提供し、指導実施する。
（２）指導終了後、SOMPOヘルスサポート社が作成した「面談実施者」「終了者」の各データを※当健保基幹システムに投入。
※個別の認証カードを用いて「ID・ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ」を入力後、操作する。
＜委託先＞SOMPOヘルスサポート

特定健康診査等実施計画の公表・周知特定健康診査等実施計画の公表・周知
（１）インターネットホームページに実施計画を掲載。
（２）事業主向けの「健康ニュース」で特定健診・特定保健指導に関する記事を配信し、社内ニュースや掲示板等への掲載を依頼。
（３）特定健診を含んだ人間ドック・生活習慣病予防健診の実施要領を年度当初に事業主へ通知。

その他（特定健康診査等実施計画の評価及び見直しの内容等）その他（特定健康診査等実施計画の評価及び見直しの内容等）
-
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